
令和元年第 4 (12月 )上越市議会定例会

総務常任委員会資料

案 件 番 号 案 件 名 提 出 課 ページ

議案第 165号 リージ ョンプラザ上越条例の一部改正に

ついて
用地管財課 1～ 6

議案第 166号 上越市市民プ ラザ条例 の一部改正 につい

て
用地管財課 7～ 9

議案第 134号 令和元年度上越市一般会計補正予算 (第 4

号 )

財政課ほか 10～ 11

財務部





所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 165号

提  出  課 用地管財課

リージョンプラザ上越条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の利用料金の上限額を次のように改定す る。 (別表関係 )

ア イン ドアスタジアム

施設名等 占用使用の上限額

改定後 現  行

1

午

(9

2

日IJ

00-
00)

午  後

(1:00～
5:00)

夜  間

(6:00～
9:00)

午  前

(9:00～
12 : 00)

午  後

(1:00～
5:00)

夜  間

(6:00～
9:00)

競

技

場

スポーツに使用 12,320

円

16,500

円

19,800

円

11,200

円

15,000

円

18,000

円

集 会 等

に使 用

平 日 24,750

円

33,000

円

39,600

円

22,500

円

30,000

円

36,000

円

土 日

日休

32,120

円

42,900

円

51,150

円

29,200

円

39,000

円

46,500

円

営 利 活

動 等 に

使用

平 日 123,750

円

165,000

円

198,000

円

112,500

円

150,000

円

180,000

円

土 。 日

。休 日

160,820

円

214,500

円

257,400

円

146,200

円

195,000

円

234,000

円

役員室 480円 720円 960円 400円 600円 800円

附属設備 規則で定める額 規則で定める額

施設名 区  分 共用使用の上限額

改定後 現  行

1回 回数券 1回 回数券

競技場 一般 180円 1,800円 150円 1,500円

小・中学生 90円 900円 70円 700円

ジ ョギ ン グ

コ ー ス

一般 160円 1,600円 150円 1,500円

小 。中学生 80円 800円 70円 700円

改定後 現  行

冷房 (1時間につ

き)

暖房 (1時間につ

き)

冷房 (1時間につ

き)

暖房 (1時間につ

き)

5 100円 8,060円 5,000円 000円3
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イ レジャープール

ウ アイスアリーナ

エ コンサー トホール

使用者等 上限額

改定後 現  行

小 。中学生 般 小 。中学生 般

個 人 360円 720円 300円 600円

団体 1人 に つ き

270円
1人 に つ き

540円
1人 に つ き

220円
1人 に つ き

450円
回数券 3,600円 7,200円 3 000円 6,000円

使用者等 滑走料の上限額 滑走回数券の上限額

改定後 現  行 改定後 現  行

′lヽ  。

中 学

生

般 ノlヽ  。

中 学

生

般 ′lヽ  ・

中 学

生

一般 ′lヽ   ・

中 学

生

一般

個 人 510円
1,010

円
420円 840円

2,550

円

5,050

円

2,100

円

4,200

円

団 体 1人に

つ き

380円

1人に

つ き

760円

1人に

つ き

310円

1人に

つ き

630円

貸切 1時 間 に つ き

17,270円

1時 間 に つ き

15,700円

室 名 制限

人員

上限額

改定後 現  行

午   前

(9:00～
[2:00)

午

(1

後

: 00-
00)

夜   間

(6:00～
9:00)

午   前

(9:00～
12:00)

午

(1

後

: 00-
00)〕

夜   茜

(6:00～
〕:00)

ホール

(平 日)

指 定管

理者 の

定 め る

人員

6,600

円

11,000

円

11,550

円

6,000

円

10,000

円

10,500

円

ホール

(土 。 日

・ 休 日)

8,800

円

14,300

円

14,850

円

8,000

円

13,000

円

13,500

円

第 1楽屋 〃 600

円

960

円

960

円

500

円

800

円

800

円

第 2楽屋 〃 600

円

960

円

960

円

500

円

800

円

800

円

A練習室 ,テ 1,650

円

2,480

円

2,480

円

1,500

円

2,250

円

2,250

円

B練習室 ,ア 1,010

円

1ぅ 390

円

1,390

円

840

円

1,260

円

1,260

円

C練習室 〃 600

円

960

円

960

円

500

円

800

円

800

円

会議室 ,ア 1,320

円

1,980

円

1,980

円

1,200

円

1,800

円

1,800

円

附属設備 規則で定める額 規則で定める額
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オ 市民プール

使用者等 上限額

改定後 現  行

小 。中学生 般 小 。中学生 般

個 人 180円 540円 150円 450円

団体 1人 に つ き

120円
1人 に つ き

400円
1人 に つ き

100円
1人 に つ き

330円
回数券 1 800円 5,400円 l 500円 4,500円

貸切

競技会

1 日

24
円

に つ き
7 5 0 競技会

1日 に つ き

22, 500
円

その他
1時 間 に つ き

9,900円 その他
1時 間 に つ き

9,000円

(2)(1)の 改正の うちイン ドアスタジアム、 レジャープール及び市民プールの回数券並

びにアイスア リーナの滑走回数券 (以 下 「回数券等」 とい う。)に係 る部分以外の

部分は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同日前の利用については、

なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

131(1)の 改正の うち回数券等に係 る部分は、令和 2年 4月 1日 以後に発行する回数券

等について適用 し、同 日前に発行 された回数券等については、なお従前の例による

こととす る。 (附則第 3項関係 )

3 施行期 日

公布の 日
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4 リージ ョンプラザ上越条例改正案新旧対照表

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

占用使用の上限額

午  後

(1:00～

5:00)

夜  間

(6:00～

9:00)

施設名等
午  前

(9:00～

12:00)

12,320円 16,500円 19,800円

ス ポ ー

ツ に 使

用

24,750円 33,000円 39,600円
平

日集

会

等

に

度

用

土
　
。　
日
　
・　
休

日

32,120円 42,900円 51,150円

平

日
123,750円 165,000円 198,000円

214,500円 257,400円

営

利

居

動

等

に

度

用

上

　
。　
日
　
・　
床

日

160,820円

960円役員室 480円 720円

で定める額属設備

施設名 区 分
共用使用の上限額

1回 回数券

1,800円一般 180円

90円 900円
競技場 Jヽ

。中 学

生

1,600円一般 160円

80円 800円

ジ ョ ギ

ン グ コ

ース

Jヽ
。中 学

生

イン ドアスタジアム

別表 (第 18条 関係 )

備考

1～ 5 略

6 略

房 (1時 間 に 房 (1時 間 に

き ) き )

別表 (第 18条関係 )

イ ン ドアスタジアム

施設名 区  分
共用使用の上限額

1回 回数券

般 150円 1,500円

技 場 中
70円 700円

ジ ョ 般 150円 1,500円

ン グ コ ヽ。中 学
70円 700円

ス

備 考

1～ 5 略

6 略

房 (1時 間 に 房 (1時 間 につ

)

施設名等

占用使用の上限額

午  前

(9:00～

12100)

午  後

(1:00～

5:00)

夜  間

(6:00～

9:00)

ス ポ ー

ツ に 使

用

11,200円 15,000円 18,000円

集

会

等

に

鹿

用

平

日
22,500円 30,000円 36,000円

土
　
。　
日
　
・　
休

日

29,200円 39,000円 46,500円

営

利

盾

動

等

に

使

用

平

日
112,500円 150,000円 180,000円

土
　
。　
日
　
・　
休

日

146,200円 195,000円 234,000円

役員室 400円 600円 800円

叶属設備 規則で定める額

き )
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改  正  案 改  正  前

使用者等
上限額

小 。中学生 般

個人 360円 720円

団体
1人 につ き 270

円

1人 につ き 540

円

コ数券 3 600 7,200円

5,100円 3,060円

7～ 11 略

レジャープール

備考 略

アイスア リーナ

備考 略

コンサー トホール

,' 2
室

使用

者等

滑走料の上限額 滑走回数券の上限額

小 。中

学生
一 般

小・ 中学

生
一 般

個人 510円
1,01C

円
2,550円 5,050円

団体

1人 に

つ  き

380円

1人 に

つ  き

760円

貸切
1時 間 に つ き

17 270

上限額

制限

人員

午 前

(9:00～

12:00)

午後

(1100～

5:00)

夜 間

(6:00～

9: 00)

室 名

6,600円 H,000円 11 550

ホ ー

′レ

(平
日)

14 850

ホ ー

メレ

(土
。  日

・ 体

日)

定

理

の

め

人

階

管

者

定

る

員
8,800円 14,300円

960円 960円
1第

楽屋
ア

'

600円

楽屋

第 2
,′ 600円 960円 960円

2 480 480

5 000 3,000円

7～ 11 略

レジャープール

備考 略

アイスア リーナ

備考 略

コンサー トホール

,ア 1 2
室

使用者等
上 限額

小 。中学生 般

値l人 300 円 600円

団体
1人 につ き 220

円

1人 につ き 450

円

回数券 3,000円 6,OQ⊇ 巴

使用

者等

滑走料の上限額 滑走回数券の上限額

月ヽ・中

学生
一 般

小・ 中学

生
一 般

値l人 420円
840

円
2,100円 4,200円

団体

1人 に

つ  き

310円

1人 に

つ  き

330円

貸切
1時 間 に つ き

15,700円

上限額

室 名
制 限

人員

午前

(9:00～

12:00)

午後

(1:00～

5:00)

夜 間

(6:00～

9:00)

ホ ー

ル

(平
日)

6,000円 10 000 10 500

ホ  ー

日 )

ル

土(

日

休

定

理

の

め

人

指

管

者

定

る

員
8 000 13 000 13 500

第 1

楽屋
ア′ 500円 800円 800

第 2

楽屋
′′ 500円 800円 800円

500 2 250 250
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改  正  案 改  正  前

B練
習室

〃 螂
1螂 1螂

C練
習室

〃 600円
1塾型』ユ

1960円
議へ

本
茎

〃 1,980F]|1 320 1,980円

叶属設備 規則で定める額

備考 略

市民プール

備考 略

使用者等
上限額

小 。中学生 般

個人 180円 540円

団体
1人 につ き 120

円

1 人につき 400
口]

回数券 1,800円 5た 400旦

貸切

競技会
1日 に つ き

24,750円

その他
l時 間 に つ き

),900円

備考 略

市民プール

備考 略

B練
習室

〃 剰 剰 螂
C練
習室

〃 堅型壁
寸

堅型正
寸

800円

議へ
本

室
〃 到 剌 螂

晴属設備 硯則で定める額

使用者等
上限額

小 。中学生 般

個人 150円 450円

コ体
1人 につ き 100

円

1人 に つ き 330

円

コ数券 1,500円 4,500円

貸切

競技会
1日 に つ き

22,500円

その他
1時 間 に つ き

〕,000円
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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 166号

提  出  課 用地管財課

上越市市民プラザ条例の一部改正について

1 改正理由

公の施設における受益者負担の適正化を図るとともに、消費税率の引上げを受け、

利用料金の上限額を改定するもの

2 改正内容

(1)施設の利用料金の上限額を次のように改定す る。 (別表第 1-別表第 3関係 )

ア 体験学習施設及び会議室

施設名

上限額

(1時間につき)

改定後 現  行

市民ギャラリーA 630円 520円

市民ギャラ リー B 630円 520円
市民ギャラ リー C 920円 760円
Aホール 840円 700円
Bホ ー ル 840円 700円
Cホ ール 840円 700円

音楽スタジオA 620円 510円

音楽スタジオ B 620円 510円
工芸室 940円 780円

多 目的学習室 770円 640円

調理室 620円 510円

第一会議室 1 160円 1,050円

第二会議室 940円 780円

第二会議室 1,160円 1 050円

第四会議室 840円 700円

第二会議室 360円 300円

第六会議室 360円 800円

第七会議室 860円 300円

第人会議室 360円 300円

イ 市民活動室 (和 室及び創作活動室)、 グラスハ ウス、屋上イベン ト広場、屋内

共有スペース及び屋外共有スペース

-7-

上限額

(1時間につき)

改定後

施設名

現  行

520円市民活動室 (和 室 A) 430円
360円市民活動室 (和 室 B) 300円
690円市民活動室 (創作活動室 ) 570円

グラスハ ウス 1,010円 840円



屋上イベ ン ト広場 1∬当た り10円 1ポ 当た り 5円

屋内共有スペース 1ピ 当た り 10円 1∬ 当た り5円

屋外共有スペース 1だ 当た り 10円 1∬ 当た り5円

ウ 附属設備

設備名 単 位

上限額

(1時間につき)

改定後 現  行

音響機器 一 式 110円 100円
映像機器 一 式 110円 100円

121(1)の 改正は、令和 2年 4月 1日 以後の利用について適用 し、同 日前の利用につい

ては、なお従前の例による。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

公布 の 日

4 上魃市市民プラザ条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表第 1(第 17条関係 )

体験学習施設及び会議室の利用料金の上限

額

施設名
上 限額 (1時
間につき)

摘  要

市 民 ギ ャ ラ

リー A
630円

市 民 ギ ャ ラ

リー B
630円

市 民 ギ ャ ラ

リー C
920円

Aホ ール 840

Bホール 840

840円Cホール

音 楽 ス タ ジ

オ A
620

音 楽 ス タ ジ

オ B
620

工芸室 940円

多 目的 学 習

室
770円

調理 室 620

第一会議室 160 定員 100人

第 二会議室 940 定員 80人

第二会議室 1 160 定員 100人

第 四会議室 840 定員 50人

別表第 1(第 17条関係 )

体験学習施設及び会議室の利用料金の上限

額

施設名
上 限 額 (1時
間につ き)

摘  要

市民 ギ ャ ラ

リーA
520

市 民 ギ ャ ラ

リー B
520円

市民 ギ ャ ラ

リー C
760円

Aホ ール 700

Bホ ー ル 700

Cホ ー ル 700円

音 楽 ス タ ジ

オA
510

音 楽 ス タ ジ

オ B
510

工芸室 78

多 目的 学 習

室
640

調理 室 510

第一会議室 0501 定員 100人

第二会議室 780 定員 80人

第二会議室 0501 定員 100人
第四会議室 700 定員 50人
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改  正  案 改  正  前

第五会議室 360 定員 20人

第大会議室 360円 定員 20人

第七会議室 360円 定員 20人

第人会議室 360 定員 20人

備考 略

別表第 2(第 17条関係 )

市民活動室 (和 室及び創作活動室)、 グラ

スハ ウス、屋上イベ ン ト広場、屋内共有ス

ペース及び屋外共有スペースの利用料金の

上限額

施設名
上限額

(1時間につき)

市 民 活 動 室 (和 室

A)
520円

市 民 活 動 室 (和 室

B)
360円

市民活動室 (創 作活

動室 )

690円

グラスハウス 1 010

屋上イベ ン ト広場 1ぜ当た り10円

屋内共有スペース 1ポ当た り10円

屋外共有スペース 1だ当た り 10円

備考 略

別表第 3(第 17条関係 )

附属設備の利用料金の上限額

備考 略

設備名 単 位
上限額

(1時間につき)

音響機器 一 式 110

映像機器 一 式 110円

第五会議室 300 定員 20人

第六会議室 300円 定員 20人

第七会議室 300円 定員 20人

第人会議室 300 定員 20人

備考 略

別表第 2(第 17条関係 )

市民活動室 (和 室及び創作活動室)、 グラ

スハ ウス、屋上イベ ン ト広場、屋内共有ス

ペース及び屋外共有スペースの利用料金の

上限額

施設名
上限額

(1時間につき)

市 民 活 動 室 (和 室

A)
430円

市 民 活 動 室 (和 室

B)
300円

市民活動室 (創 作活

動室 )

570円

グラスハウス 840円
屋上イベ ン ト広場 1だ当た り5円

屋内共有スペース 1だ 当た り5円

屋外共有 スペース 1ポ 当た り 5

備考 略

別表第 3(第 17条関係 )

附属設備の利用料金の上限額

備考 略

設備名 単 位
上限額

(1時間につき)

音響機器 一 式 100円

映像機器 一 式 100円
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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 134号

提  出  課 財政課

歳出科 日 (P20～ P21) 2款 1項 1目 一般管理費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

国県支出金等還付金 146,003 251,941 397,944

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

諸収入

一般財源

38,112

213,829

償還金利子及び割引料

251,941

【補正理由】

国県支出金等の還付額が当初の見込みを上回ることから、不足分を増額するもの

【補正内容】

○還付金の内訳

還 付 先 還 付 額

国 322,158

生活保護費負担金 (232,575)、 地域バイオマス利活用交

付金 (30,003)、 障害者自立支援給付費負担金 (26,349)、

子ども 。子育て支援交付金 (13,925)

県 71,689
多面的機能支払補助金 (39,026)、 子 ども 。子育て支援

交付金 (13,925)、 障害者自立支援給付費負担金 (9,610)

そ の 他 4,097

合   計 397,944
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提  出  課 収納課

歳出科 目 (P22～ P23) 2款 2項 2目 賦課徴収費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

納税徴収事務費 45,773 2,200 47,973

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 2,200 委託料 2,200

【補正理由】

法人市民税等の収納事務の効率化を図るため、本年 10月 に稼働した地方税共通納税シス

テムと当市の収納支援システムの連携に必要なシステム改修経費を増額するもの

【補正内容】

○主な改修内容

地方税共通納税システム※1か ら送信 される納付情報を送市の収納支援システムに取込

み、収納処理を行 う機能を追加

・対象税 目 :法人市民税、個人市民税 (特別徴収分)

※1地方税共通納税システム

・地方税の電子申告等を行 うeLTAX(エ ルタックス :地方税ポータルシステム)

に追力日された電子納税のシステム

。eLTAXに 参加 している法人は、全ての都道府県及び市区町村を対象として、複

数の地方公共団体ヘー括 して電子納税することが可能

(参考)地方税共通納税システムでの納税手続き

子申告後、電子納税を選択

⑦納付情報(納付後)の送信

⑥地方公共団体に送金

※2 MPN(マ ルチペイメン トネットワーク)

金融機関と収納機関 (企業、官公庁、及び

地方公共団体)と の間の収納手続きを電子

化するためのネッ トワーク
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【eLTAXシステム】

メインバンク
共通 口煙

③納付情報(納付前)の送信

④納付

MPN※ 2

金融機関

金融機関 市区町村

府 県

②電子納税の納付情報(納付前)を生成
【地方税共通納税システム〕

⑤収納金と納付情報(納付前)の照合

⑥納付情報(納付後)の作成

地方公共団体
地方公共団体の指定
する金融機関 口座


